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我が国の原子力利用は、原子力基本法にのっとり、「利用目的のないプルトニウ

ムは持たない」という原則を堅持し、厳に平和の目的に限り行われてきた。我が国

は、我が国のみならず最近の世界的な原子力利用をめぐる状況を俯瞰し、プルトニ

ウム利用を進めるに当たっては、国際社会と連携し、核不拡散の観点も重要視し、

平和利用に係る透明性を高めるため、下記方針に沿って取り組むこととする。 

 

記 

 

我が国は、上記の考え方に基づき、プルトニウム保有量を減少させる。プルトニ

ウム保有量は、以下の措置の実現に基づき、現在の水準を超えることはない。 

 

１． 再処理等の計画の認可（再処理等拠出金法）に当たっては、六ヶ所再処理工

場，ＭＯＸ燃料加工工場及びプルサーマルの稼働状況に応じて、プルサーマ

ルの着実な実施に必要な量だけ再処理が実施されるよう認可を行う。その上

で、生産されたＭＯＸ燃料については、事業者により時宜を失わずに確実に

消費されるよう指導し、それを確認する。 

２． プルトニウムの需給バランスを確保し、再処理から照射までのプルトニウム

保有量を必要最小限とし、再処理工場等の適切な運転に必要な水準まで減少

させるため、事業者に必要な指導を行い、実現に取り組む。 

３． 事業者間の連携・協力を促すこと等により、海外保有分のプルトニウムの着

実な削減に取り組む。 

４． 研究開発に利用されるプルトニウムについては、情勢の変化によって機動的

に対応することとしつつ、当面の使用方針が明確でない場合には、その利用

又は処分等の在り方について全てのオプションを検討する。 

５． 使用済燃料の貯蔵能力の拡大に向けた取組を着実に実施する。 

 

加えて、透明性を高める観点から、今後、電気事業者及び国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構(JAEA)は、プルトニウムの所有者、所有量及び利用目的を記載

した利用計画を改めて策定した上で、毎年度公表していくこととする。 

 

※六ヶ所再処理工場は２０２１年度上期、ＭＯＸ燃料加工工場は２０２２年度上期

に竣工を計画。 

以上 
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